
本編 第２編 第４章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画 

 

頁 現計画 修正案 
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第１節 総則 

第１ 推進計画の目的 

この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震に関する地震防災対策の推進に関す

る特別措置法（平成 16 年法律第 27 号。以

下「法」という。）第６条第１項の規定に基

づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防

災対策推進地域（以下「推進地域」という。）

について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設

等の整備に関する事項、日本海溝・千島海溝

周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの

防護及び円滑な避難の確保に関する事項、

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る

防災訓練に関する事項、その他日本海溝・千

島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災上重

要な対策に関する事項を定め、当該地域に

おける地震防災対策の推進を図ることを目

的とする。 

第２ 推進地域 

法第３条の規定に基づき指定された岩手

県における推進地域の区域は、次のとおり

である。（平成 18 年４月３日内閣府告示第

58号） 

 

宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高

田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山

田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代

村、九戸郡野田村、同郡洋野町の区域 

[新設] 

 

 

 

第１節 総則 

第１ 推進計画の目的 

この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 16 年法律第 27 号。以下

「法」という。）第５条第２項の規定に基づ

き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災

対策推進地域（以下「推進地域」という。）

について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設

等の整備に関する事項、日本海溝・千島海溝

周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの

防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に

関する事項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震に係る防災訓練に関する事項、その他

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る

地震防災上重要な対策に関する事項を定

め、当該地域における地震防災対策の推進

を図ることを目的とする。 

第２ 推進地域及び特別強化地域 

(1) 推進地域 

法第３条の規定に基づき指定された岩

手県における推進地域の区域は、次のと

おりである。（令和４年 10 月３日内閣府

告示第 99号） 

盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、

久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石

市、奥州市、紫波郡紫波町、同郡矢巾町、胆

沢郡金ケ崎町、西磐井郡平泉町、気仙郡住田

町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡

岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡

野田村、同郡洋野町の区域 

 

(2) 特別強化地域 

法第９条の規定に基づき指定された岩

手県における特別強化地域の区域は、次

のとおりである。（令和４年 10 月３日内

閣府告示第 100号） 

宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高

田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山

田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代

村、九戸郡野田村、同郡洋野町の区域 

 

 

 

修正 

理由 

○法改正に伴う修正 

 

 


